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甚目寺庁舎に
手話通訳者を配置しています
火曜日　午前 9時～正午、午後1時～4時
木曜日　午前 9時～正午
※上記以外の曜日、または甚目寺
庁舎以外でのご利用につきまし
ては、お問い合わせください。
問合先　社会福祉課
☎444・3135　FAX443・3555

子
育
て

子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地

域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
登

録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。都
合

が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お
電
話
く

だ
さ
い
。

登
録
説
明
会

日
時　
3
月
18
日
（土）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
4
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、大

治
町
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
4
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　

説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
。（
4
か
月
か

ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員
有

り
）託
児
を
ご
希
望
の
方
は
開
催
日
8

日
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、よ
み
が
な
、生

年
月
日
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館　
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
cloverne

t.ne.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

開
所
日
が
変
更
と
な
り
ま
す

変
更
前
開
所
日　

月
〜
金
曜
日（
土
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

変
更
後
開
所
日　

火
〜
土
曜
日（
月
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

業
務
時
間（
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
）は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
日　
4
月
1
日
（土）
か
ら

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

放
課
後
子
ど
も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。な
お
、令
和
4
年
度
に
登
録
さ
れ
た

方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

5
月
か
ら
令
和
6
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
13
回（
午

後
3
時
〜
5
時
）

対
象　

市
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

（
令
和
5
年
4
月
以
降
の
小
学
校
1
年

生
か
ら
6
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

得
て
、放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

異
学
年
間
の
交
流
、地
域
の
方
と
の
触

れ
合
い
、体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
50
人

参
加
費　
年
額
3
，0
0
0
円（
傷
害
保
険

料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

る
保
護
者
、ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者（
春
休
み・

夏
休
み
・
冬
休
み
の
み
登
録
の
方
は
除

く
）は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
に
つ
い
て

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
・
美
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
甚
目

寺
庁
舎
）

受
付
期
間　
3
月
2
日
（木）
か
ら
10
日
（金）

ま
で（
土・日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で

定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、当
選
者
番
号
を
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。当
選
者

に
は
3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時・場
所（
出
席
は
任
意
で
す
）

七
宝
地
区　
3
月
15
日
（水）
午
前
10
時
か
ら
。

七
宝
公
民
館
研
修
室

美
和
地
区　
3
月
17
日
（金）
午
前
10
時
か
ら
。

美
和
公
民
館
実
習
室

甚
目
寺
地
区　
3
月
16
日
（木）
午
前
10
時
か

ら
。甚
目
寺
庁
舎
第
2
会
議
室

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※

登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、申
請
書
送
付

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診

断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
憩
の
家
寮
母・寮
父
）募
集

業
務
内
容　
憩
の
家
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
憩
の
家
3
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
厚
生
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
館
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
児
童
館
6
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　

児
童
厚
生
員
に
つ
い
て
は
、

保
育
士
、幼
稚
園・小
中
学
校
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
放
課
後
児
童
支
援
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
施

施
設
15
か
所

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
頃
か
ら
7
時

ま
で

※

土
曜
日
、学
校
休
業
日
等
は
午
前
7
時

30
分
〜
午
後
7
時（
う
ち
6
時
間
程
度・

交
代
制
）、週
3
〜
5
日

応
募
資
格　
放
課
後
児
童
支
援
員
に
つ
い

て
は
、放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
、

保
育
士
、幼
稚
園
・
小
中
学
校
教
諭
・
社

会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

憩
の
家
寮
母
・
寮
父
、児
童
厚
生
員
・
補

助
員
、放
課
後
児
童
支
援
員
・
補
助
員
募

集
共
通
事
項

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も

可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
コ
ロ
コ
ロ
）支

援
員
募
集

業
務
内
容　
小
学
生
の
放
課
後
、保
育・生

活
支
援
業
務

賃
金　
七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
規
則
に

基
づ
き
支
給

勤
務
地　
七
宝
児
童
館
内

勤
務
時
間　
下
校
後
か
ら
午
後
7
時
ま
で

※

土
曜
日
も
し
く
は
夏
休
み
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
の
う
ち
交

代
制

応
募
資
格　
週
2
日
か
ら
3
日
働
く
こ
と

が
で
き
、70
歳
未
満
で
、子
ど
も
と
関

わ
っ
て
お
仕
事
が
し
た
い
方
。放
課
後

指
導
支
援
員
認
定
資
格
、保
育
士
、幼
稚

園
教
諭
、教
諭
、社
会
福
祉
士
の
資
格
が

あ
る
と
な
お
可
。

問
合
先　

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
午
後

2
時
30
分
〜
6
時
）

☎
0
9
0・8
1
5
9・7
9
5
6

心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
日
の
ご
案
内

3
月
は
、あ
ま
市
心
身
障
害
者
扶
助
料

の
支
給
月
で
す
。

3
月
27
日
（月）
が
振
込
予
定
日
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
入
所
や
介
護
入
院
を
さ
れ
ま
す
と
扶

助
料
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。返
還

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早

め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

自
立
支
援
医
療
制
度
に
つ
い
て

自
立
支
援
医
療
制
度
は
、心
身
の
障
が

い
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
つ

い
て
、医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
公
費
負
担
医
療
制
度
で
す
。

更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等
の
治

療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
る

18
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

※

更
生
医
療
の
対
象
と
な
る
に
は
、お
持

ち
の
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
障
が
い（
部
位
）に
対
す
る
医
療
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

育
成
医
療

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
、ま
た
は

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
疾
患
が
あ
る
児
童
で
、

そ
の
障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等

の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
18
歳
未
満
の
方
が
対
象
で
す
。

精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患（
て
ん
か
ん
を
含
む
）の
あ
る

方
で
、通
院
に
よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的

に
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方
が
対
象
で

す
。

各
制
度
に
つ
い
て

※

自
立
支
援
医
療
は
、都
道
府
県
知
事
等

の
定
め
る
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療

機
関
で
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※

対
象
と
な
る
治
療
を
受
け
る
前
に
支
給

認
定
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

一
定
所
得
以
上
の
方
は
、対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

令
和
5
年
2
月
6
日
か
ら
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転

出
の
届
出
が
可
能
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
方
は
、転
出
に
あ
た
り
来
庁

で
の
転
出
届
の
提
出
が
原
則
不
要
と
な
り

ま
す
。

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、日
本
国
内
で

の
引
越
し
を
す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、ご

自
身
と
同
一
世
帯
員
、ご
自
身
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、別
途
、転
入
先
市
区

町
村
の
窓
口
で
転
入
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
の
う
え
転
入
届

等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※

転
出
に
伴
う
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
政
策

ペ
ー
ジ
）も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.digital.go.jp/pol

icies/m
oving _onestop_service/

問
合
先　
市
民
課　

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
か

か
る「
本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内
」

市
で
は
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る

個
人
の
権
利
の
侵
害
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、本
人
通
知
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

事
前
登
録
し
た
方
の
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三

者
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
と

き
、事
前
登
録
し
た
方
へ
交
付
し
た
事
実

を
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。（
国
、ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
）な
お
、

証
明
書
を
交
付
し
た
第
三
者
な
ど
の
個
人

に
関
す
る
情
報
は
お
知
ら
せ
、証
明
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

登
録
窓
口　
市
民
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

美
和・七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

登
録
で
き
る
方

・
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
平
成

26
年
6
月
19
日
以
前
に
転
出
さ
れ
た
方

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。）

・
市
に
本
籍
が
あ
る
方
、ま
た
は
、本
籍
が

過
去
に
あ
っ
た
方

※

死
亡
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

登
録
に
必
要
な
も
の

登
録
す
る
本
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

本
人
確
認
書
類（
自
動
車
運
転
免
許
証
、

旅
券
、個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
で

す
。

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

委
任
状
と
代
理
人
本
人
確
認
書
類
、登

録
希
望
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
で
す
。

法
定
代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

戸
籍
謄
本
な
ど
関
係
を
証
明
す
る
書
類

と
法
定
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　
市
民
課

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
に
つ
い
て

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）申

告
等
の
関
係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変

更
、廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
は
3
月
中
旬
頃
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
と
し
て
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
の

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、適
切
な
距
離
を
保
ち

3
密
の
回
避
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

名
義
変
更
、廃
車
等
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

届
出
手
続
き
等
の
お
問

い
合
わ
せ
は
次
の
事
務
所
・

支
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）

愛
知
主
管
事
務
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
0

豊
橋
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
1

三
河
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
2

小
牧
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
3

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新
に

つ
い
て

4
月
1
日
（土）
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ

く
被
保
険
者
証
を
3
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、郵
便
局
員
か

ら
の
手
渡
し
と
な
り
ま
す
。不
在
の
場
合

は
不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、

再
配
達
等
に
よ
り
受
け
取
り
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は
、

使
用
で
き
な
い
よ
う
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、保
険
医
療
課
、美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
3
月
28
日
（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
10
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室

予
約
受
付
期
間　
3
月
1
日
（水）
〜
3
月
10

日
（金）（
土・日
曜
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

寄
附
の
お
礼

山
田 

鉱
治
様

七
宝
小
学
校
の
た
め
に

現
金
1
万
円

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先　
総
務
課

☎
4
4
4・1
7
1
1

FAX
4
4
1・8
3
3
0

1
0
0
歳
で
歯
が
20
本
以
上　
1
0
0
2

0
達
成
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

1
月
13
日
（金）
に
下
萱
津
の
石
田 

玉
子

さ
ん
を
、市
長
と
海
部
歯
科
医
師
会
長
が

訪
問
し
、1
0
0
2
0
表
彰
の
受
賞
者
と

し
て
賞
状
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

石
田
さ
ん
は
大
正
11
年
生
ま
れ
の
1
0
0

歳
で
、ご
自
分
の
歯
は
23
本
あ
り
、毎
日
楽

し
く
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
や
か
に
充
実
し
た
毎
日

を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、9
0
2
0
表
彰
は
4
名
、8
0

2
0
表
彰
は
48
名
で
し
た
。お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

問
合
先　
健
康
推
進
課

☎
4
4
3・0
0
0
5

FAX
4
4
3・5
4
6
1

ご
み
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
う
ち
、約
半
分

を
占
め
て
い
る
の
が「
生
ご
み
」で
す
。

家
庭
で
で
き
る
活
動
と
し
て
、使
い
き

り・食
べ
き
り・水
き
り
の
3
き
り
運
動
が

あ
り
ま
す
。

使
い
き
り　
余
分
な
食
材
を
買
わ
な
い
。

買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷
蔵
庫
の
中

な
ど
を
確
認
す
る
。

食
べ
き
り　
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
。

余
っ
た
食
材
や
料
理
は
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

他
の
料
理
に
作
り
変
え
る
な
ど
の
工
夫
を

す
る
。

水
き
り

ネ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
水
分
を
き
る
。

生
ご
み
は
、約
80
％
が
水
分
で
す
。水
き

り
を
す
る
こ
と
で
、ご
み
出
し
が
楽
に
な

り
、ご
み
袋
も
小
さ
い
も
の
で
済
む
た
め

家
計
に
優
し
く
な
り
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ご
み
の
不
法
投
棄
は
N
G
‼

各
種
ご
み
を
所
定
の
廃
棄
方
法
を
守
ら

ず
、い
わ
ゆ
る
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
は
、

『
不
法
投
棄
』と
い
う
法
令
な
ど
に
よ
る
禁

止
の
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
。

ま
ち
の
景
観
を
損
な
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
社
会
の
市
民
の
生
活
環
境
や
健
康
へ

の
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、ま
た

自
然
環
境
へ
の
被
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
、常
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
汚
染
に
つ
い
て

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
か

ら
生
じ
る
微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
直
径
5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
）が
深
刻
な
海
洋
汚
染
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、ポ
イ
捨
て
や
風
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
が
散
乱
し
ま
す
。次
に
、雨
や
風
に

よ
っ
て
水
路
や
川
に
流
さ
れ
て
、や
が
て

海
へ
と
流
出
し
て
い
き
ま
す
。プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
、紫
外
線
や
摩
耗
な
ど
に
よ
っ

て
脆
く
な
り
壊
れ
て
小
さ
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、い
く
ら
小
さ
く
な
っ
て
も
分
解

さ
れ
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
終
的
に
、マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
餌
と
勘
違

い
し
た
魚
や
海
鳥
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
魚
を
私
た
ち
が
食
べ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、ま
ず
で
き
る
こ
と

●
ご
み
は
ポ
イ
捨
て
せ
ず
、持
ち
帰
る
。

●
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
・
空
き
ビ
ン

は
資
源
ご
み
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
。

そ
の
ほ
か
の
ご
み
は
市
の
ル
ー
ル
に
従

い
適
切
に
処
分
す
る
。

●
買
い
物
に
行
く
時
は
、「
マ
イ
バ
ッ
グ
」

を
持
参
し
、レ
ジ
袋
を
も
ら
わ
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
で
微
小
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
の
海
洋
汚
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品（
家
電

4
品
目
）の
廃
棄
方
法

「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
基
づ
き
、次

の
家
電
製
品
は
小
売
業
者
等
に
よ
り
収
集

さ
れ
、製
造
業
者
等
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
収
集

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

対
象
品
目　
エ
ア
コ
ン（
室
外
機
を
含
む
）、

テ
レ
ビ（
ブ
ラ
ウ
ン
管
、液
晶
、プ
ラ
ズ

マ
）、冷
蔵
庫
、冷
凍
庫
、冷
温
庫
、洗
濯

機
、衣
類
乾
燥
機

引
取
窓
口

新
し
い
製
品
に
買
い
替
え
る
場
合

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
販
売
店
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

廃
棄
の
み
の
場
合

過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た
販
売
店

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た

販
売
店
が
不
明
等
）の
場
合

最
寄
り
の
取
り
扱
い
販
売
店
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

費
用　

消
費
者
が
負
担
す
る
費
用
は
、

メ
ー
カ
ー
が
再
商
品
化
す
る
た
め
の

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」と
、回
収
の
た
め

の「
収
集
運
搬
料
金
」で
す
。

注
意
事
項　
業
務
用
専
用
機
器
は
対
象
外

で
す
。家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、家
庭

用
と
し
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。業
務
用

専
用
に
製
造
さ
れ
、一
般
家
庭
で
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
型
式
の
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、店
舗
・
業
務
用
エ

ア
コ
ン
、ビ
ル
空
調
シ
ス
テ
ム
、業
務
用

冷
凍
冷
蔵
庫
、コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
用

洗
濯
機
、ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
機

器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、メ
ー

カ
ー
や
設
置
業
者
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ハ
ン
ド・ア
ッ
プ
運
動

歩
行
者
は
、道
路

を
横
断
す
る
と
き

に
は
手
を
あ
げ
、ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す

る
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。ド
ラ
イ
バ
ー

は
、手
を
あ
げ
て
い
る
歩
行
者
を
見
か
け

た
ら
、思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、横

断
者
の
手
前
で
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、目
と
目
を
合
わ
せ
、

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
5
年
春
の
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」

3
月
1
日
（水）
か
ら
7
日
（火）
ま
で
の
7
日

間
に
春
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
、

市
内
で
も
消
防
団
に
よ
る
火
災
予
防
の
啓

発
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
、ま
さ
か
自
分

の
家
が
火
事
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
方
ば
か
り
で
す
。防
火
の
重
要
性

を
自
覚
し
、火
災
に
よ
る
死
傷
者
や
財
産

の
損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

12令和5年3月号
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子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地

域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
登

録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。都
合

が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お
電
話
く

だ
さ
い
。

登
録
説
明
会

日
時　
3
月
18
日
（土）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
4
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、大

治
町
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
4
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　

説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※

説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
。（
4
か
月
か

ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員
有

り
）託
児
を
ご
希
望
の
方
は
開
催
日
8

日
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、よ
み
が
な
、生

年
月
日
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館　
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
cloverne

t.ne.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

開
所
日
が
変
更
と
な
り
ま
す

変
更
前
開
所
日　

月
〜
金
曜
日（
土
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

変
更
後
開
所
日　

火
〜
土
曜
日（
月
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

業
務
時
間（
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
）は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
日　
4
月
1
日
（土）
か
ら

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

放
課
後
子
ど
も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。な
お
、令
和
4
年
度
に
登
録
さ
れ
た

方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

5
月
か
ら
令
和
6
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
13
回（
午

後
3
時
〜
5
時
）

対
象　

市
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

（
令
和
5
年
4
月
以
降
の
小
学
校
1
年

生
か
ら
6
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

得
て
、放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

異
学
年
間
の
交
流
、地
域
の
方
と
の
触

れ
合
い
、体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
50
人

参
加
費　
年
額
3
，0
0
0
円（
傷
害
保
険

料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

る
保
護
者
、ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者（
春
休
み・

夏
休
み
・
冬
休
み
の
み
登
録
の
方
は
除

く
）は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
に
つ
い
て

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
・
美
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
甚
目

寺
庁
舎
）

受
付
期
間　
3
月
2
日
（木）
か
ら
10
日
（金）

ま
で（
土・日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で

定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、当
選
者
番
号
を
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。当
選
者

に
は
3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時・場
所（
出
席
は
任
意
で
す
）

七
宝
地
区　
3
月
15
日
（水）
午
前
10
時
か
ら
。

七
宝
公
民
館
研
修
室

美
和
地
区　
3
月
17
日
（金）
午
前
10
時
か
ら
。

美
和
公
民
館
実
習
室

甚
目
寺
地
区　
3
月
16
日
（木）
午
前
10
時
か

ら
。甚
目
寺
庁
舎
第
2
会
議
室

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※

登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、申
請
書
送
付

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診

断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
憩
の
家
寮
母・寮
父
）募
集

業
務
内
容　
憩
の
家
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
憩
の
家
3
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
厚
生
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
館
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
児
童
館
6
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　

児
童
厚
生
員
に
つ
い
て
は
、

保
育
士
、幼
稚
園・小
中
学
校
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
放
課
後
児
童
支
援
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
施

施
設
15
か
所

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
頃
か
ら
7
時

ま
で

※

土
曜
日
、学
校
休
業
日
等
は
午
前
7
時

30
分
〜
午
後
7
時（
う
ち
6
時
間
程
度・

交
代
制
）、週
3
〜
5
日

応
募
資
格　
放
課
後
児
童
支
援
員
に
つ
い

て
は
、放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
、

保
育
士
、幼
稚
園
・
小
中
学
校
教
諭
・
社

会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

憩
の
家
寮
母
・
寮
父
、児
童
厚
生
員
・
補

助
員
、放
課
後
児
童
支
援
員
・
補
助
員
募

集
共
通
事
項

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も

可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
コ
ロ
コ
ロ
）支

援
員
募
集

業
務
内
容　
小
学
生
の
放
課
後
、保
育・生

活
支
援
業
務

賃
金　
七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
規
則
に

基
づ
き
支
給

勤
務
地　
七
宝
児
童
館
内

勤
務
時
間　
下
校
後
か
ら
午
後
7
時
ま
で

※

土
曜
日
も
し
く
は
夏
休
み
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
の
う
ち
交

代
制

応
募
資
格　
週
2
日
か
ら
3
日
働
く
こ
と

が
で
き
、70
歳
未
満
で
、子
ど
も
と
関

わ
っ
て
お
仕
事
が
し
た
い
方
。放
課
後

指
導
支
援
員
認
定
資
格
、保
育
士
、幼
稚

園
教
諭
、教
諭
、社
会
福
祉
士
の
資
格
が

あ
る
と
な
お
可
。

問
合
先　

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
午
後

2
時
30
分
〜
6
時
）

☎
0
9
0・8
1
5
9・7
9
5
6

心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
日
の
ご
案
内

3
月
は
、あ
ま
市
心
身
障
害
者
扶
助
料

の
支
給
月
で
す
。

3
月
27
日
（月）
が
振
込
予
定
日
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
入
所
や
介
護
入
院
を
さ
れ
ま
す
と
扶

助
料
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。返
還

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早

め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

自
立
支
援
医
療
制
度
に
つ
い
て

自
立
支
援
医
療
制
度
は
、心
身
の
障
が

い
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
つ

い
て
、医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
公
費
負
担
医
療
制
度
で
す
。

更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等
の
治

療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
る

18
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

※

更
生
医
療
の
対
象
と
な
る
に
は
、お
持

ち
の
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
障
が
い（
部
位
）に
対
す
る
医
療
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

育
成
医
療

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
、ま
た
は

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
疾
患
が
あ
る
児
童
で
、

そ
の
障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等

の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
18
歳
未
満
の
方
が
対
象
で
す
。

精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患（
て
ん
か
ん
を
含
む
）の
あ
る

方
で
、通
院
に
よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的

に
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方
が
対
象
で

す
。

各
制
度
に
つ
い
て

※

自
立
支
援
医
療
は
、都
道
府
県
知
事
等

の
定
め
る
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療

機
関
で
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※

対
象
と
な
る
治
療
を
受
け
る
前
に
支
給

認
定
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

一
定
所
得
以
上
の
方
は
、対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

令
和
5
年
2
月
6
日
か
ら
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転

出
の
届
出
が
可
能
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
方
は
、転
出
に
あ
た
り
来
庁

で
の
転
出
届
の
提
出
が
原
則
不
要
と
な
り

ま
す
。

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、日
本
国
内
で

の
引
越
し
を
す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、ご

自
身
と
同
一
世
帯
員
、ご
自
身
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、別
途
、転
入
先
市
区

町
村
の
窓
口
で
転
入
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
の
う
え
転
入
届

等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※

転
出
に
伴
う
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
政
策

ペ
ー
ジ
）も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.digital.go.jp/pol

icies/m
oving _onestop_service/

問
合
先　
市
民
課　

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
か

か
る「
本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内
」

市
で
は
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る

個
人
の
権
利
の
侵
害
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、本
人
通
知
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

事
前
登
録
し
た
方
の
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三

者
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
と

き
、事
前
登
録
し
た
方
へ
交
付
し
た
事
実

を
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。（
国
、ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
）な
お
、

証
明
書
を
交
付
し
た
第
三
者
な
ど
の
個
人

に
関
す
る
情
報
は
お
知
ら
せ
、証
明
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

登
録
窓
口　
市
民
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

美
和・七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

登
録
で
き
る
方

・
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
平
成

26
年
6
月
19
日
以
前
に
転
出
さ
れ
た
方

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。）

・
市
に
本
籍
が
あ
る
方
、ま
た
は
、本
籍
が

過
去
に
あ
っ
た
方

※

死
亡
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

登
録
に
必
要
な
も
の

登
録
す
る
本
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

本
人
確
認
書
類（
自
動
車
運
転
免
許
証
、

旅
券
、個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
で

す
。

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

委
任
状
と
代
理
人
本
人
確
認
書
類
、登

録
希
望
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
で
す
。

法
定
代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

戸
籍
謄
本
な
ど
関
係
を
証
明
す
る
書
類

と
法
定
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　
市
民
課

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
に
つ
い
て

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）申

告
等
の
関
係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変

更
、廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
は
3
月
中
旬
頃
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
と
し
て
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
の

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、適
切
な
距
離
を
保
ち

3
密
の
回
避
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

名
義
変
更
、廃
車
等
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

届
出
手
続
き
等
の
お
問

い
合
わ
せ
は
次
の
事
務
所
・

支
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）

愛
知
主
管
事
務
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
0

豊
橋
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
1

三
河
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
2

小
牧
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
3

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新
に

つ
い
て

4
月
1
日
（土）
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ

く
被
保
険
者
証
を
3
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、郵
便
局
員
か

ら
の
手
渡
し
と
な
り
ま
す
。不
在
の
場
合

は
不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、

再
配
達
等
に
よ
り
受
け
取
り
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は
、

使
用
で
き
な
い
よ
う
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、保
険
医
療
課
、美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
3
月
28
日
（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
10
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室

予
約
受
付
期
間　
3
月
1
日
（水）
〜
3
月
10

日
（金）（
土・日
曜
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

寄
附
の
お
礼

山
田 

鉱
治
様

七
宝
小
学
校
の
た
め
に

現
金
1
万
円

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先　
総
務
課

☎
4
4
4・1
7
1
1

FAX
4
4
1・8
3
3
0

1
0
0
歳
で
歯
が
20
本
以
上　
1
0
0
2

0
達
成
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

1
月
13
日
（金）
に
下
萱
津
の
石
田 

玉
子

さ
ん
を
、市
長
と
海
部
歯
科
医
師
会
長
が

訪
問
し
、1
0
0
2
0
表
彰
の
受
賞
者
と

し
て
賞
状
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

石
田
さ
ん
は
大
正
11
年
生
ま
れ
の
1
0
0

歳
で
、ご
自
分
の
歯
は
23
本
あ
り
、毎
日
楽

し
く
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
や
か
に
充
実
し
た
毎
日

を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、9
0
2
0
表
彰
は
4
名
、8
0

2
0
表
彰
は
48
名
で
し
た
。お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

問
合
先　
健
康
推
進
課

☎
4
4
3・0
0
0
5

FAX
4
4
3・5
4
6
1

ご
み
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
う
ち
、約
半
分

を
占
め
て
い
る
の
が「
生
ご
み
」で
す
。

家
庭
で
で
き
る
活
動
と
し
て
、使
い
き

り・食
べ
き
り・水
き
り
の
3
き
り
運
動
が

あ
り
ま
す
。

使
い
き
り　
余
分
な
食
材
を
買
わ
な
い
。

買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷
蔵
庫
の
中

な
ど
を
確
認
す
る
。

食
べ
き
り　
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
。

余
っ
た
食
材
や
料
理
は
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

他
の
料
理
に
作
り
変
え
る
な
ど
の
工
夫
を

す
る
。

水
き
り

ネ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
水
分
を
き
る
。

生
ご
み
は
、約
80
％
が
水
分
で
す
。水
き

り
を
す
る
こ
と
で
、ご
み
出
し
が
楽
に
な

り
、ご
み
袋
も
小
さ
い
も
の
で
済
む
た
め

家
計
に
優
し
く
な
り
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ご
み
の
不
法
投
棄
は
N
G
‼

各
種
ご
み
を
所
定
の
廃
棄
方
法
を
守
ら

ず
、い
わ
ゆ
る
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
は
、

『
不
法
投
棄
』と
い
う
法
令
な
ど
に
よ
る
禁

止
の
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
。

ま
ち
の
景
観
を
損
な
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
社
会
の
市
民
の
生
活
環
境
や
健
康
へ

の
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、ま
た

自
然
環
境
へ
の
被
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
、常
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
汚
染
に
つ
い
て

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
か

ら
生
じ
る
微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
直
径
5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
）が
深
刻
な
海
洋
汚
染
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、ポ
イ
捨
て
や
風
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
が
散
乱
し
ま
す
。次
に
、雨
や
風
に

よ
っ
て
水
路
や
川
に
流
さ
れ
て
、や
が
て

海
へ
と
流
出
し
て
い
き
ま
す
。プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
、紫
外
線
や
摩
耗
な
ど
に
よ
っ

て
脆
く
な
り
壊
れ
て
小
さ
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、い
く
ら
小
さ
く
な
っ
て
も
分
解

さ
れ
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
終
的
に
、マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
餌
と
勘
違

い
し
た
魚
や
海
鳥
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
魚
を
私
た
ち
が
食
べ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、ま
ず
で
き
る
こ
と

●
ご
み
は
ポ
イ
捨
て
せ
ず
、持
ち
帰
る
。

●
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
・
空
き
ビ
ン

は
資
源
ご
み
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
。

そ
の
ほ
か
の
ご
み
は
市
の
ル
ー
ル
に
従

い
適
切
に
処
分
す
る
。

●
買
い
物
に
行
く
時
は
、「
マ
イ
バ
ッ
グ
」

を
持
参
し
、レ
ジ
袋
を
も
ら
わ
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
で
微
小
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
の
海
洋
汚
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品（
家
電

4
品
目
）の
廃
棄
方
法

「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
基
づ
き
、次

の
家
電
製
品
は
小
売
業
者
等
に
よ
り
収
集

さ
れ
、製
造
業
者
等
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
収
集

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

対
象
品
目　
エ
ア
コ
ン（
室
外
機
を
含
む
）、

テ
レ
ビ（
ブ
ラ
ウ
ン
管
、液
晶
、プ
ラ
ズ

マ
）、冷
蔵
庫
、冷
凍
庫
、冷
温
庫
、洗
濯

機
、衣
類
乾
燥
機

引
取
窓
口

新
し
い
製
品
に
買
い
替
え
る
場
合

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
販
売
店
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

廃
棄
の
み
の
場
合

過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た
販
売
店

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た

販
売
店
が
不
明
等
）の
場
合

最
寄
り
の
取
り
扱
い
販
売
店
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

費
用　

消
費
者
が
負
担
す
る
費
用
は
、

メ
ー
カ
ー
が
再
商
品
化
す
る
た
め
の

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」と
、回
収
の
た
め

の「
収
集
運
搬
料
金
」で
す
。

注
意
事
項　
業
務
用
専
用
機
器
は
対
象
外

で
す
。家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、家
庭

用
と
し
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。業
務
用

専
用
に
製
造
さ
れ
、一
般
家
庭
で
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
型
式
の
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、店
舗
・
業
務
用
エ

ア
コ
ン
、ビ
ル
空
調
シ
ス
テ
ム
、業
務
用

冷
凍
冷
蔵
庫
、コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
用

洗
濯
機
、ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
機

器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、メ
ー

カ
ー
や
設
置
業
者
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ハ
ン
ド・ア
ッ
プ
運
動

歩
行
者
は
、道
路

を
横
断
す
る
と
き

に
は
手
を
あ
げ
、ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す

る
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。ド
ラ
イ
バ
ー

は
、手
を
あ
げ
て
い
る
歩
行
者
を
見
か
け

た
ら
、思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、横

断
者
の
手
前
で
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、目
と
目
を
合
わ
せ
、

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
5
年
春
の
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」

3
月
1
日
（水）
か
ら
7
日
（火）
ま
で
の
7
日

間
に
春
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
、

市
内
で
も
消
防
団
に
よ
る
火
災
予
防
の
啓

発
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
、ま
さ
か
自
分

の
家
が
火
事
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
方
ば
か
り
で
す
。防
火
の
重
要
性

を
自
覚
し
、火
災
に
よ
る
死
傷
者
や
財
産

の
損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

13 令和5年3月号



市政ニュース

戸
籍
・
届
出

子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地

域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
登

録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。都
合

が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お
電
話
く

だ
さ
い
。

登
録
説
明
会

日
時　
3
月
18
日
（土）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
4
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、大

治
町
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
4
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　

説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※

説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
。（
4
か
月
か

ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員
有

り
）託
児
を
ご
希
望
の
方
は
開
催
日
8

日
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、よ
み
が
な
、生

年
月
日
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館　
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
cloverne

t.ne.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

開
所
日
が
変
更
と
な
り
ま
す

変
更
前
開
所
日　

月
〜
金
曜
日（
土
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

変
更
後
開
所
日　

火
〜
土
曜
日（
月
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

業
務
時
間（
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
）は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
日　
4
月
1
日
（土）
か
ら

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

放
課
後
子
ど
も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。な
お
、令
和
4
年
度
に
登
録
さ
れ
た

方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

5
月
か
ら
令
和
6
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
13
回（
午

後
3
時
〜
5
時
）

対
象　

市
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

（
令
和
5
年
4
月
以
降
の
小
学
校
1
年

生
か
ら
6
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

得
て
、放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

異
学
年
間
の
交
流
、地
域
の
方
と
の
触

れ
合
い
、体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
50
人

参
加
費　
年
額
3
，0
0
0
円（
傷
害
保
険

料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

る
保
護
者
、ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者（
春
休
み・

夏
休
み
・
冬
休
み
の
み
登
録
の
方
は
除

く
）は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
に
つ
い
て

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
・
美
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
甚
目

寺
庁
舎
）

受
付
期
間　
3
月
2
日
（木）
か
ら
10
日
（金）

ま
で（
土・日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で

定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、当
選
者
番
号
を
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。当
選
者

に
は
3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時・場
所（
出
席
は
任
意
で
す
）

七
宝
地
区　
3
月
15
日
（水）
午
前
10
時
か
ら
。

七
宝
公
民
館
研
修
室

美
和
地
区　
3
月
17
日
（金）
午
前
10
時
か
ら
。

美
和
公
民
館
実
習
室

甚
目
寺
地
区　
3
月
16
日
（木）
午
前
10
時
か

ら
。甚
目
寺
庁
舎
第
2
会
議
室

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※

登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、申
請
書
送
付

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診

断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
憩
の
家
寮
母・寮
父
）募
集

業
務
内
容　
憩
の
家
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
憩
の
家
3
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
厚
生
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
館
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
児
童
館
6
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　

児
童
厚
生
員
に
つ
い
て
は
、

保
育
士
、幼
稚
園・小
中
学
校
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
放
課
後
児
童
支
援
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
施

施
設
15
か
所

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
頃
か
ら
7
時

ま
で

※

土
曜
日
、学
校
休
業
日
等
は
午
前
7
時

30
分
〜
午
後
7
時（
う
ち
6
時
間
程
度・

交
代
制
）、週
3
〜
5
日

応
募
資
格　
放
課
後
児
童
支
援
員
に
つ
い

て
は
、放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
、

保
育
士
、幼
稚
園
・
小
中
学
校
教
諭
・
社

会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

憩
の
家
寮
母
・
寮
父
、児
童
厚
生
員
・
補

助
員
、放
課
後
児
童
支
援
員
・
補
助
員
募

集
共
通
事
項

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も

可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
コ
ロ
コ
ロ
）支

援
員
募
集

業
務
内
容　
小
学
生
の
放
課
後
、保
育・生

活
支
援
業
務

賃
金　
七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
規
則
に

基
づ
き
支
給

勤
務
地　
七
宝
児
童
館
内

勤
務
時
間　
下
校
後
か
ら
午
後
7
時
ま
で

※

土
曜
日
も
し
く
は
夏
休
み
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
の
う
ち
交

代
制

応
募
資
格　
週
2
日
か
ら
3
日
働
く
こ
と

が
で
き
、70
歳
未
満
で
、子
ど
も
と
関

わ
っ
て
お
仕
事
が
し
た
い
方
。放
課
後

指
導
支
援
員
認
定
資
格
、保
育
士
、幼
稚

園
教
諭
、教
諭
、社
会
福
祉
士
の
資
格
が

あ
る
と
な
お
可
。

問
合
先　

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
午
後

2
時
30
分
〜
6
時
）

☎
0
9
0・8
1
5
9・7
9
5
6

心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
日
の
ご
案
内

3
月
は
、あ
ま
市
心
身
障
害
者
扶
助
料

の
支
給
月
で
す
。

3
月
27
日
（月）
が
振
込
予
定
日
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
入
所
や
介
護
入
院
を
さ
れ
ま
す
と
扶

助
料
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。返
還

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早

め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

自
立
支
援
医
療
制
度
に
つ
い
て

自
立
支
援
医
療
制
度
は
、心
身
の
障
が

い
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
つ

い
て
、医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
公
費
負
担
医
療
制
度
で
す
。

更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等
の
治

療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
る

18
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

※

更
生
医
療
の
対
象
と
な
る
に
は
、お
持

ち
の
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
障
が
い（
部
位
）に
対
す
る
医
療
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

育
成
医
療

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
、ま
た
は

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
疾
患
が
あ
る
児
童
で
、

そ
の
障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等

の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
18
歳
未
満
の
方
が
対
象
で
す
。

精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患（
て
ん
か
ん
を
含
む
）の
あ
る

方
で
、通
院
に
よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的

に
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方
が
対
象
で

す
。

各
制
度
に
つ
い
て

※

自
立
支
援
医
療
は
、都
道
府
県
知
事
等

の
定
め
る
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療

機
関
で
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※

対
象
と
な
る
治
療
を
受
け
る
前
に
支
給

認
定
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

一
定
所
得
以
上
の
方
は
、対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

令
和
5
年
2
月
6
日
か
ら
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転

出
の
届
出
が
可
能
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
方
は
、転
出
に
あ
た
り
来
庁

で
の
転
出
届
の
提
出
が
原
則
不
要
と
な
り

ま
す
。

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、日
本
国
内
で

の
引
越
し
を
す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、ご

自
身
と
同
一
世
帯
員
、ご
自
身
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、別
途
、転
入
先
市
区

町
村
の
窓
口
で
転
入
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
の
う
え
転
入
届

等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※

転
出
に
伴
う
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
政
策

ペ
ー
ジ
）も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.digital.go.jp/pol

icies/m
oving _onestop_service/

問
合
先　
市
民
課　

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
か

か
る「
本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内
」

市
で
は
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る

個
人
の
権
利
の
侵
害
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、本
人
通
知
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

事
前
登
録
し
た
方
の
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三

者
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
と

き
、事
前
登
録
し
た
方
へ
交
付
し
た
事
実

を
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。（
国
、ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
）な
お
、

証
明
書
を
交
付
し
た
第
三
者
な
ど
の
個
人

に
関
す
る
情
報
は
お
知
ら
せ
、証
明
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

登
録
窓
口　
市
民
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

美
和・七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

登
録
で
き
る
方

・
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
平
成

26
年
6
月
19
日
以
前
に
転
出
さ
れ
た
方

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。）

・
市
に
本
籍
が
あ
る
方
、ま
た
は
、本
籍
が

過
去
に
あ
っ
た
方

※

死
亡
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

登
録
に
必
要
な
も
の

登
録
す
る
本
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

本
人
確
認
書
類（
自
動
車
運
転
免
許
証
、

旅
券
、個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
で

す
。

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

委
任
状
と
代
理
人
本
人
確
認
書
類
、登

録
希
望
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
で
す
。

法
定
代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

戸
籍
謄
本
な
ど
関
係
を
証
明
す
る
書
類

と
法
定
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　
市
民
課

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
に
つ
い
て

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）申

告
等
の
関
係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変

更
、廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
は
3
月
中
旬
頃
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
と
し
て
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
の

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、適
切
な
距
離
を
保
ち

3
密
の
回
避
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

名
義
変
更
、廃
車
等
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

届
出
手
続
き
等
の
お
問

い
合
わ
せ
は
次
の
事
務
所
・

支
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）

愛
知
主
管
事
務
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
0

豊
橋
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
1

三
河
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
2

小
牧
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
3

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新
に

つ
い
て

4
月
1
日
（土）
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ

く
被
保
険
者
証
を
3
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、郵
便
局
員
か

ら
の
手
渡
し
と
な
り
ま
す
。不
在
の
場
合

は
不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、

再
配
達
等
に
よ
り
受
け
取
り
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は
、

使
用
で
き
な
い
よ
う
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、保
険
医
療
課
、美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
3
月
28
日
（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
10
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室

予
約
受
付
期
間　
3
月
1
日
（水）
〜
3
月
10

日
（金）（
土・日
曜
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

寄
附
の
お
礼

山
田 

鉱
治
様

七
宝
小
学
校
の
た
め
に

現
金
1
万
円

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先　
総
務
課

☎
4
4
4・1
7
1
1

FAX
4
4
1・8
3
3
0

1
0
0
歳
で
歯
が
20
本
以
上　
1
0
0
2

0
達
成
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

1
月
13
日
（金）
に
下
萱
津
の
石
田 

玉
子

さ
ん
を
、市
長
と
海
部
歯
科
医
師
会
長
が

訪
問
し
、1
0
0
2
0
表
彰
の
受
賞
者
と

し
て
賞
状
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

石
田
さ
ん
は
大
正
11
年
生
ま
れ
の
1
0
0

歳
で
、ご
自
分
の
歯
は
23
本
あ
り
、毎
日
楽

し
く
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
や
か
に
充
実
し
た
毎
日

を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、9
0
2
0
表
彰
は
4
名
、8
0

2
0
表
彰
は
48
名
で
し
た
。お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

問
合
先　
健
康
推
進
課

☎
4
4
3・0
0
0
5

FAX
4
4
3・5
4
6
1

ご
み
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
う
ち
、約
半
分

を
占
め
て
い
る
の
が「
生
ご
み
」で
す
。

家
庭
で
で
き
る
活
動
と
し
て
、使
い
き

り・食
べ
き
り・水
き
り
の
3
き
り
運
動
が

あ
り
ま
す
。

使
い
き
り　
余
分
な
食
材
を
買
わ
な
い
。

買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷
蔵
庫
の
中

な
ど
を
確
認
す
る
。

食
べ
き
り　
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
。

余
っ
た
食
材
や
料
理
は
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

他
の
料
理
に
作
り
変
え
る
な
ど
の
工
夫
を

す
る
。

水
き
り

ネ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
水
分
を
き
る
。

生
ご
み
は
、約
80
％
が
水
分
で
す
。水
き

り
を
す
る
こ
と
で
、ご
み
出
し
が
楽
に
な

り
、ご
み
袋
も
小
さ
い
も
の
で
済
む
た
め

家
計
に
優
し
く
な
り
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ご
み
の
不
法
投
棄
は
N
G
‼

各
種
ご
み
を
所
定
の
廃
棄
方
法
を
守
ら

ず
、い
わ
ゆ
る
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
は
、

『
不
法
投
棄
』と
い
う
法
令
な
ど
に
よ
る
禁

止
の
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
。

ま
ち
の
景
観
を
損
な
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
社
会
の
市
民
の
生
活
環
境
や
健
康
へ

の
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、ま
た

自
然
環
境
へ
の
被
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
、常
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
汚
染
に
つ
い
て

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
か

ら
生
じ
る
微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
直
径
5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
）が
深
刻
な
海
洋
汚
染
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、ポ
イ
捨
て
や
風
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
が
散
乱
し
ま
す
。次
に
、雨
や
風
に

よ
っ
て
水
路
や
川
に
流
さ
れ
て
、や
が
て

海
へ
と
流
出
し
て
い
き
ま
す
。プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
、紫
外
線
や
摩
耗
な
ど
に
よ
っ

て
脆
く
な
り
壊
れ
て
小
さ
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、い
く
ら
小
さ
く
な
っ
て
も
分
解

さ
れ
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
終
的
に
、マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
餌
と
勘
違

い
し
た
魚
や
海
鳥
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
魚
を
私
た
ち
が
食
べ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、ま
ず
で
き
る
こ
と

●
ご
み
は
ポ
イ
捨
て
せ
ず
、持
ち
帰
る
。

●
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
・
空
き
ビ
ン

は
資
源
ご
み
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
。

そ
の
ほ
か
の
ご
み
は
市
の
ル
ー
ル
に
従

い
適
切
に
処
分
す
る
。

●
買
い
物
に
行
く
時
は
、「
マ
イ
バ
ッ
グ
」

を
持
参
し
、レ
ジ
袋
を
も
ら
わ
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
で
微
小
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
の
海
洋
汚
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品（
家
電

4
品
目
）の
廃
棄
方
法

「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
基
づ
き
、次

の
家
電
製
品
は
小
売
業
者
等
に
よ
り
収
集

さ
れ
、製
造
業
者
等
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
収
集

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

対
象
品
目　
エ
ア
コ
ン（
室
外
機
を
含
む
）、

テ
レ
ビ（
ブ
ラ
ウ
ン
管
、液
晶
、プ
ラ
ズ

マ
）、冷
蔵
庫
、冷
凍
庫
、冷
温
庫
、洗
濯

機
、衣
類
乾
燥
機

引
取
窓
口

新
し
い
製
品
に
買
い
替
え
る
場
合

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
販
売
店
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

廃
棄
の
み
の
場
合

過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た
販
売
店

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た

販
売
店
が
不
明
等
）の
場
合

最
寄
り
の
取
り
扱
い
販
売
店
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

費
用　

消
費
者
が
負
担
す
る
費
用
は
、

メ
ー
カ
ー
が
再
商
品
化
す
る
た
め
の

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」と
、回
収
の
た
め

の「
収
集
運
搬
料
金
」で
す
。

注
意
事
項　
業
務
用
専
用
機
器
は
対
象
外

で
す
。家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、家
庭

用
と
し
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。業
務
用

専
用
に
製
造
さ
れ
、一
般
家
庭
で
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
型
式
の
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、店
舗
・
業
務
用
エ

ア
コ
ン
、ビ
ル
空
調
シ
ス
テ
ム
、業
務
用

冷
凍
冷
蔵
庫
、コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
用

洗
濯
機
、ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
機

器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、メ
ー

カ
ー
や
設
置
業
者
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ハ
ン
ド・ア
ッ
プ
運
動

歩
行
者
は
、道
路

を
横
断
す
る
と
き

に
は
手
を
あ
げ
、ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す

る
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。ド
ラ
イ
バ
ー

は
、手
を
あ
げ
て
い
る
歩
行
者
を
見
か
け

た
ら
、思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、横

断
者
の
手
前
で
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、目
と
目
を
合
わ
せ
、

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
5
年
春
の
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」

3
月
1
日
（水）
か
ら
7
日
（火）
ま
で
の
7
日

間
に
春
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
、

市
内
で
も
消
防
団
に
よ
る
火
災
予
防
の
啓

発
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
、ま
さ
か
自
分

の
家
が
火
事
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
方
ば
か
り
で
す
。防
火
の
重
要
性

を
自
覚
し
、火
災
に
よ
る
死
傷
者
や
財
産

の
損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

14令和5年3月号



市政ニュース

健
　
康

税

寄
　
附

保
険・年
金

子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地

域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
登

録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。都
合

が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お
電
話
く

だ
さ
い
。

登
録
説
明
会

日
時　
3
月
18
日
（土）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
4
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、大

治
町
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
4
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　

説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※

説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
。（
4
か
月
か

ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員
有

り
）託
児
を
ご
希
望
の
方
は
開
催
日
8

日
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、よ
み
が
な
、生

年
月
日
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館　
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
cloverne

t.ne.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

開
所
日
が
変
更
と
な
り
ま
す

変
更
前
開
所
日　

月
〜
金
曜
日（
土
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

変
更
後
開
所
日　

火
〜
土
曜
日（
月
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

業
務
時
間（
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
）は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
日　
4
月
1
日
（土）
か
ら

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

放
課
後
子
ど
も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。な
お
、令
和
4
年
度
に
登
録
さ
れ
た

方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

5
月
か
ら
令
和
6
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
13
回（
午

後
3
時
〜
5
時
）

対
象　

市
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

（
令
和
5
年
4
月
以
降
の
小
学
校
1
年

生
か
ら
6
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

得
て
、放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

異
学
年
間
の
交
流
、地
域
の
方
と
の
触

れ
合
い
、体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
50
人

参
加
費　
年
額
3
，0
0
0
円（
傷
害
保
険

料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

る
保
護
者
、ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者（
春
休
み・

夏
休
み
・
冬
休
み
の
み
登
録
の
方
は
除

く
）は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
に
つ
い
て

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
・
美
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
甚
目

寺
庁
舎
）

受
付
期
間　
3
月
2
日
（木）
か
ら
10
日
（金）

ま
で（
土・日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で

定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、当
選
者
番
号
を
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。当
選
者

に
は
3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時・場
所（
出
席
は
任
意
で
す
）

七
宝
地
区　
3
月
15
日
（水）
午
前
10
時
か
ら
。

七
宝
公
民
館
研
修
室

美
和
地
区　
3
月
17
日
（金）
午
前
10
時
か
ら
。

美
和
公
民
館
実
習
室

甚
目
寺
地
区　
3
月
16
日
（木）
午
前
10
時
か

ら
。甚
目
寺
庁
舎
第
2
会
議
室

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※

登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、申
請
書
送
付

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診

断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
憩
の
家
寮
母・寮
父
）募
集

業
務
内
容　
憩
の
家
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
憩
の
家
3
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
厚
生
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
館
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
児
童
館
6
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　

児
童
厚
生
員
に
つ
い
て
は
、

保
育
士
、幼
稚
園・小
中
学
校
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
放
課
後
児
童
支
援
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
施

施
設
15
か
所

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
頃
か
ら
7
時

ま
で

※

土
曜
日
、学
校
休
業
日
等
は
午
前
7
時

30
分
〜
午
後
7
時（
う
ち
6
時
間
程
度・

交
代
制
）、週
3
〜
5
日

応
募
資
格　
放
課
後
児
童
支
援
員
に
つ
い

て
は
、放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
、

保
育
士
、幼
稚
園
・
小
中
学
校
教
諭
・
社

会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

憩
の
家
寮
母
・
寮
父
、児
童
厚
生
員
・
補

助
員
、放
課
後
児
童
支
援
員
・
補
助
員
募

集
共
通
事
項

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も

可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
コ
ロ
コ
ロ
）支

援
員
募
集

業
務
内
容　
小
学
生
の
放
課
後
、保
育・生

活
支
援
業
務

賃
金　
七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
規
則
に

基
づ
き
支
給

勤
務
地　
七
宝
児
童
館
内

勤
務
時
間　
下
校
後
か
ら
午
後
7
時
ま
で

※

土
曜
日
も
し
く
は
夏
休
み
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
の
う
ち
交

代
制

応
募
資
格　
週
2
日
か
ら
3
日
働
く
こ
と

が
で
き
、70
歳
未
満
で
、子
ど
も
と
関

わ
っ
て
お
仕
事
が
し
た
い
方
。放
課
後

指
導
支
援
員
認
定
資
格
、保
育
士
、幼
稚

園
教
諭
、教
諭
、社
会
福
祉
士
の
資
格
が

あ
る
と
な
お
可
。

問
合
先　

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
午
後

2
時
30
分
〜
6
時
）

☎
0
9
0・8
1
5
9・7
9
5
6

心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
日
の
ご
案
内

3
月
は
、あ
ま
市
心
身
障
害
者
扶
助
料

の
支
給
月
で
す
。

3
月
27
日
（月）
が
振
込
予
定
日
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
入
所
や
介
護
入
院
を
さ
れ
ま
す
と
扶

助
料
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。返
還

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早

め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

自
立
支
援
医
療
制
度
に
つ
い
て

自
立
支
援
医
療
制
度
は
、心
身
の
障
が

い
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
つ

い
て
、医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
公
費
負
担
医
療
制
度
で
す
。

更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等
の
治

療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
る

18
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

※

更
生
医
療
の
対
象
と
な
る
に
は
、お
持

ち
の
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
障
が
い（
部
位
）に
対
す
る
医
療
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

育
成
医
療

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
、ま
た
は

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
疾
患
が
あ
る
児
童
で
、

そ
の
障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等

の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
18
歳
未
満
の
方
が
対
象
で
す
。

精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患（
て
ん
か
ん
を
含
む
）の
あ
る

方
で
、通
院
に
よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的

に
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方
が
対
象
で

す
。

各
制
度
に
つ
い
て

※

自
立
支
援
医
療
は
、都
道
府
県
知
事
等

の
定
め
る
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療

機
関
で
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※

対
象
と
な
る
治
療
を
受
け
る
前
に
支
給

認
定
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

一
定
所
得
以
上
の
方
は
、対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

令
和
5
年
2
月
6
日
か
ら
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転

出
の
届
出
が
可
能
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
方
は
、転
出
に
あ
た
り
来
庁

で
の
転
出
届
の
提
出
が
原
則
不
要
と
な
り

ま
す
。

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、日
本
国
内
で

の
引
越
し
を
す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、ご

自
身
と
同
一
世
帯
員
、ご
自
身
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、別
途
、転
入
先
市
区

町
村
の
窓
口
で
転
入
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
の
う
え
転
入
届

等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※

転
出
に
伴
う
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
政
策

ペ
ー
ジ
）も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.digital.go.jp/pol

icies/m
oving _onestop_service/

問
合
先　
市
民
課　

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
か

か
る「
本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内
」

市
で
は
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る

個
人
の
権
利
の
侵
害
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、本
人
通
知
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

事
前
登
録
し
た
方
の
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三

者
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
と

き
、事
前
登
録
し
た
方
へ
交
付
し
た
事
実

を
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。（
国
、ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
）な
お
、

証
明
書
を
交
付
し
た
第
三
者
な
ど
の
個
人

に
関
す
る
情
報
は
お
知
ら
せ
、証
明
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

登
録
窓
口　
市
民
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

美
和・七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

登
録
で
き
る
方

・
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
平
成

26
年
6
月
19
日
以
前
に
転
出
さ
れ
た
方

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。）

・
市
に
本
籍
が
あ
る
方
、ま
た
は
、本
籍
が

過
去
に
あ
っ
た
方

※

死
亡
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

登
録
に
必
要
な
も
の

登
録
す
る
本
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

本
人
確
認
書
類（
自
動
車
運
転
免
許
証
、

旅
券
、個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
で

す
。

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

委
任
状
と
代
理
人
本
人
確
認
書
類
、登

録
希
望
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
で
す
。

法
定
代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

戸
籍
謄
本
な
ど
関
係
を
証
明
す
る
書
類

と
法
定
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　
市
民
課

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
に
つ
い
て

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）申

告
等
の
関
係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変

更
、廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
は
3
月
中
旬
頃
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
と
し
て
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
の

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、適
切
な
距
離
を
保
ち

3
密
の
回
避
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

名
義
変
更
、廃
車
等
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

届
出
手
続
き
等
の
お
問

い
合
わ
せ
は
次
の
事
務
所
・

支
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）

愛
知
主
管
事
務
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
0

豊
橋
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
1

三
河
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
2

小
牧
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
3

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新
に

つ
い
て

4
月
1
日
（土）
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ

く
被
保
険
者
証
を
3
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、郵
便
局
員
か

ら
の
手
渡
し
と
な
り
ま
す
。不
在
の
場
合

は
不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、

再
配
達
等
に
よ
り
受
け
取
り
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は
、

使
用
で
き
な
い
よ
う
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、保
険
医
療
課
、美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
3
月
28
日
（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
10
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室

予
約
受
付
期
間　
3
月
1
日
（水）
〜
3
月
10

日
（金）（
土・日
曜
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

寄
附
の
お
礼

山
田 
鉱
治
様

七
宝
小
学
校
の
た
め
に

現
金
1
万
円

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先　
総
務
課

☎
4
4
4・1
7
1
1

FAX
4
4
1・8
3
3
0

1
0
0
歳
で
歯
が
20
本
以
上　
1
0
0
2

0
達
成
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

1
月
13
日
（金）
に
下
萱
津
の
石
田 

玉
子

さ
ん
を
、市
長
と
海
部
歯
科
医
師
会
長
が

訪
問
し
、1
0
0
2
0
表
彰
の
受
賞
者
と

し
て
賞
状
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

石
田
さ
ん
は
大
正
11
年
生
ま
れ
の
1
0
0

歳
で
、ご
自
分
の
歯
は
23
本
あ
り
、毎
日
楽

し
く
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
や
か
に
充
実
し
た
毎
日

を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、9
0
2
0
表
彰
は
4
名
、8
0

2
0
表
彰
は
48
名
で
し
た
。お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

問
合
先　
健
康
推
進
課

☎
4
4
3・0
0
0
5

FAX
4
4
3・5
4
6
1

ご
み
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
う
ち
、約
半
分

を
占
め
て
い
る
の
が「
生
ご
み
」で
す
。

家
庭
で
で
き
る
活
動
と
し
て
、使
い
き

り・食
べ
き
り・水
き
り
の
3
き
り
運
動
が

あ
り
ま
す
。

使
い
き
り　
余
分
な
食
材
を
買
わ
な
い
。

買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷
蔵
庫
の
中

な
ど
を
確
認
す
る
。

食
べ
き
り　
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
。

余
っ
た
食
材
や
料
理
は
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

他
の
料
理
に
作
り
変
え
る
な
ど
の
工
夫
を

す
る
。

水
き
り

ネ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
水
分
を
き
る
。

生
ご
み
は
、約
80
％
が
水
分
で
す
。水
き

り
を
す
る
こ
と
で
、ご
み
出
し
が
楽
に
な

り
、ご
み
袋
も
小
さ
い
も
の
で
済
む
た
め

家
計
に
優
し
く
な
り
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ご
み
の
不
法
投
棄
は
N
G
‼

各
種
ご
み
を
所
定
の
廃
棄
方
法
を
守
ら

ず
、い
わ
ゆ
る
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
は
、

『
不
法
投
棄
』と
い
う
法
令
な
ど
に
よ
る
禁

止
の
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
。

ま
ち
の
景
観
を
損
な
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
社
会
の
市
民
の
生
活
環
境
や
健
康
へ

の
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、ま
た

自
然
環
境
へ
の
被
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
、常
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
汚
染
に
つ
い
て

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
か

ら
生
じ
る
微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
直
径
5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
）が
深
刻
な
海
洋
汚
染
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、ポ
イ
捨
て
や
風
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
が
散
乱
し
ま
す
。次
に
、雨
や
風
に

よ
っ
て
水
路
や
川
に
流
さ
れ
て
、や
が
て

海
へ
と
流
出
し
て
い
き
ま
す
。プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
、紫
外
線
や
摩
耗
な
ど
に
よ
っ

て
脆
く
な
り
壊
れ
て
小
さ
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、い
く
ら
小
さ
く
な
っ
て
も
分
解

さ
れ
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
終
的
に
、マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
餌
と
勘
違

い
し
た
魚
や
海
鳥
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
魚
を
私
た
ち
が
食
べ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、ま
ず
で
き
る
こ
と

●
ご
み
は
ポ
イ
捨
て
せ
ず
、持
ち
帰
る
。

●
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
・
空
き
ビ
ン

は
資
源
ご
み
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
。

そ
の
ほ
か
の
ご
み
は
市
の
ル
ー
ル
に
従

い
適
切
に
処
分
す
る
。

●
買
い
物
に
行
く
時
は
、「
マ
イ
バ
ッ
グ
」

を
持
参
し
、レ
ジ
袋
を
も
ら
わ
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
で
微
小
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
の
海
洋
汚
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品（
家
電

4
品
目
）の
廃
棄
方
法

「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
基
づ
き
、次

の
家
電
製
品
は
小
売
業
者
等
に
よ
り
収
集

さ
れ
、製
造
業
者
等
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
収
集

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

対
象
品
目　
エ
ア
コ
ン（
室
外
機
を
含
む
）、

テ
レ
ビ（
ブ
ラ
ウ
ン
管
、液
晶
、プ
ラ
ズ

マ
）、冷
蔵
庫
、冷
凍
庫
、冷
温
庫
、洗
濯

機
、衣
類
乾
燥
機

引
取
窓
口

新
し
い
製
品
に
買
い
替
え
る
場
合

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
販
売
店
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

廃
棄
の
み
の
場
合

過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た
販
売
店

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た

販
売
店
が
不
明
等
）の
場
合

最
寄
り
の
取
り
扱
い
販
売
店
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

費
用　

消
費
者
が
負
担
す
る
費
用
は
、

メ
ー
カ
ー
が
再
商
品
化
す
る
た
め
の

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」と
、回
収
の
た
め

の「
収
集
運
搬
料
金
」で
す
。

注
意
事
項　
業
務
用
専
用
機
器
は
対
象
外

で
す
。家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、家
庭

用
と
し
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。業
務
用

専
用
に
製
造
さ
れ
、一
般
家
庭
で
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
型
式
の
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、店
舗
・
業
務
用
エ

ア
コ
ン
、ビ
ル
空
調
シ
ス
テ
ム
、業
務
用

冷
凍
冷
蔵
庫
、コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
用

洗
濯
機
、ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
機

器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、メ
ー

カ
ー
や
設
置
業
者
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ハ
ン
ド・ア
ッ
プ
運
動

歩
行
者
は
、道
路

を
横
断
す
る
と
き

に
は
手
を
あ
げ
、ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す

る
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。ド
ラ
イ
バ
ー

は
、手
を
あ
げ
て
い
る
歩
行
者
を
見
か
け

た
ら
、思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、横

断
者
の
手
前
で
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、目
と
目
を
合
わ
せ
、

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
5
年
春
の
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」

3
月
1
日
（水）
か
ら
7
日
（火）
ま
で
の
7
日

間
に
春
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
、

市
内
で
も
消
防
団
に
よ
る
火
災
予
防
の
啓

発
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
、ま
さ
か
自
分

の
家
が
火
事
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
方
ば
か
り
で
す
。防
火
の
重
要
性

を
自
覚
し
、火
災
に
よ
る
死
傷
者
や
財
産

の
損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

や
ま
だ

い
し
だ

た
ま
こ

こ
う
じ

15 令和5年3月号



環
境・衛
生

市政ニュース

子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地

域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
登

録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。都
合

が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お
電
話
く

だ
さ
い
。

登
録
説
明
会

日
時　
3
月
18
日
（土）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
4
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、大

治
町
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
4
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　

説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※

説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
。（
4
か
月
か

ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員
有

り
）託
児
を
ご
希
望
の
方
は
開
催
日
8

日
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、よ
み
が
な
、生

年
月
日
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館　
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
cloverne

t.ne.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

開
所
日
が
変
更
と
な
り
ま
す

変
更
前
開
所
日　

月
〜
金
曜
日（
土
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

変
更
後
開
所
日　

火
〜
土
曜
日（
月
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

業
務
時
間（
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
）は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
日　
4
月
1
日
（土）
か
ら

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

放
課
後
子
ど
も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。な
お
、令
和
4
年
度
に
登
録
さ
れ
た

方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

5
月
か
ら
令
和
6
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
13
回（
午

後
3
時
〜
5
時
）

対
象　

市
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

（
令
和
5
年
4
月
以
降
の
小
学
校
1
年

生
か
ら
6
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

得
て
、放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

異
学
年
間
の
交
流
、地
域
の
方
と
の
触

れ
合
い
、体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
50
人

参
加
費　
年
額
3
，0
0
0
円（
傷
害
保
険

料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

る
保
護
者
、ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者（
春
休
み・

夏
休
み
・
冬
休
み
の
み
登
録
の
方
は
除

く
）は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
に
つ
い
て

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
・
美
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
甚
目

寺
庁
舎
）

受
付
期
間　
3
月
2
日
（木）
か
ら
10
日
（金）

ま
で（
土・日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で

定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、当
選
者
番
号
を
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。当
選
者

に
は
3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時・場
所（
出
席
は
任
意
で
す
）

七
宝
地
区　
3
月
15
日
（水）
午
前
10
時
か
ら
。

七
宝
公
民
館
研
修
室

美
和
地
区　
3
月
17
日
（金）
午
前
10
時
か
ら
。

美
和
公
民
館
実
習
室

甚
目
寺
地
区　
3
月
16
日
（木）
午
前
10
時
か

ら
。甚
目
寺
庁
舎
第
2
会
議
室

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※

登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、申
請
書
送
付

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診

断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
憩
の
家
寮
母・寮
父
）募
集

業
務
内
容　
憩
の
家
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
憩
の
家
3
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
厚
生
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
館
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
児
童
館
6
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　

児
童
厚
生
員
に
つ
い
て
は
、

保
育
士
、幼
稚
園・小
中
学
校
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
放
課
後
児
童
支
援
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
施

施
設
15
か
所

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
頃
か
ら
7
時

ま
で

※

土
曜
日
、学
校
休
業
日
等
は
午
前
7
時

30
分
〜
午
後
7
時（
う
ち
6
時
間
程
度・

交
代
制
）、週
3
〜
5
日

応
募
資
格　
放
課
後
児
童
支
援
員
に
つ
い

て
は
、放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
、

保
育
士
、幼
稚
園
・
小
中
学
校
教
諭
・
社

会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

憩
の
家
寮
母
・
寮
父
、児
童
厚
生
員
・
補

助
員
、放
課
後
児
童
支
援
員
・
補
助
員
募

集
共
通
事
項

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も

可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
コ
ロ
コ
ロ
）支

援
員
募
集

業
務
内
容　
小
学
生
の
放
課
後
、保
育・生

活
支
援
業
務

賃
金　
七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
規
則
に

基
づ
き
支
給

勤
務
地　
七
宝
児
童
館
内

勤
務
時
間　
下
校
後
か
ら
午
後
7
時
ま
で

※

土
曜
日
も
し
く
は
夏
休
み
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
の
う
ち
交

代
制

応
募
資
格　
週
2
日
か
ら
3
日
働
く
こ
と

が
で
き
、70
歳
未
満
で
、子
ど
も
と
関

わ
っ
て
お
仕
事
が
し
た
い
方
。放
課
後

指
導
支
援
員
認
定
資
格
、保
育
士
、幼
稚

園
教
諭
、教
諭
、社
会
福
祉
士
の
資
格
が

あ
る
と
な
お
可
。

問
合
先　

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
午
後

2
時
30
分
〜
6
時
）

☎
0
9
0・8
1
5
9・7
9
5
6

心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
日
の
ご
案
内

3
月
は
、あ
ま
市
心
身
障
害
者
扶
助
料

の
支
給
月
で
す
。

3
月
27
日
（月）
が
振
込
予
定
日
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
入
所
や
介
護
入
院
を
さ
れ
ま
す
と
扶

助
料
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。返
還

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早

め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

自
立
支
援
医
療
制
度
に
つ
い
て

自
立
支
援
医
療
制
度
は
、心
身
の
障
が

い
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
つ

い
て
、医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
公
費
負
担
医
療
制
度
で
す
。

更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等
の
治

療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
る

18
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

※

更
生
医
療
の
対
象
と
な
る
に
は
、お
持

ち
の
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
障
が
い（
部
位
）に
対
す
る
医
療
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

育
成
医
療

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
、ま
た
は

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
疾
患
が
あ
る
児
童
で
、

そ
の
障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等

の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
18
歳
未
満
の
方
が
対
象
で
す
。

精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患（
て
ん
か
ん
を
含
む
）の
あ
る

方
で
、通
院
に
よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的

に
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方
が
対
象
で

す
。

各
制
度
に
つ
い
て

※

自
立
支
援
医
療
は
、都
道
府
県
知
事
等

の
定
め
る
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療

機
関
で
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※

対
象
と
な
る
治
療
を
受
け
る
前
に
支
給

認
定
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

一
定
所
得
以
上
の
方
は
、対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

令
和
5
年
2
月
6
日
か
ら
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転

出
の
届
出
が
可
能
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
方
は
、転
出
に
あ
た
り
来
庁

で
の
転
出
届
の
提
出
が
原
則
不
要
と
な
り

ま
す
。

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、日
本
国
内
で

の
引
越
し
を
す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、ご

自
身
と
同
一
世
帯
員
、ご
自
身
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、別
途
、転
入
先
市
区

町
村
の
窓
口
で
転
入
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
の
う
え
転
入
届

等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※

転
出
に
伴
う
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
政
策

ペ
ー
ジ
）も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.digital.go.jp/pol

icies/m
oving _onestop_service/

問
合
先　
市
民
課　

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
か

か
る「
本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内
」

市
で
は
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る

個
人
の
権
利
の
侵
害
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、本
人
通
知
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

事
前
登
録
し
た
方
の
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三

者
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
と

き
、事
前
登
録
し
た
方
へ
交
付
し
た
事
実

を
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。（
国
、ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
）な
お
、

証
明
書
を
交
付
し
た
第
三
者
な
ど
の
個
人

に
関
す
る
情
報
は
お
知
ら
せ
、証
明
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

登
録
窓
口　
市
民
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

美
和・七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

登
録
で
き
る
方

・
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
平
成

26
年
6
月
19
日
以
前
に
転
出
さ
れ
た
方

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。）

・
市
に
本
籍
が
あ
る
方
、ま
た
は
、本
籍
が

過
去
に
あ
っ
た
方

※

死
亡
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

登
録
に
必
要
な
も
の

登
録
す
る
本
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

本
人
確
認
書
類（
自
動
車
運
転
免
許
証
、

旅
券
、個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
で

す
。

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

委
任
状
と
代
理
人
本
人
確
認
書
類
、登

録
希
望
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
で
す
。

法
定
代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

戸
籍
謄
本
な
ど
関
係
を
証
明
す
る
書
類

と
法
定
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　
市
民
課

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
に
つ
い
て

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）申

告
等
の
関
係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変

更
、廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
は
3
月
中
旬
頃
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
と
し
て
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
の

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、適
切
な
距
離
を
保
ち

3
密
の
回
避
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

名
義
変
更
、廃
車
等
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

届
出
手
続
き
等
の
お
問

い
合
わ
せ
は
次
の
事
務
所
・

支
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）

愛
知
主
管
事
務
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
0

豊
橋
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
1

三
河
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
2

小
牧
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
3

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新
に

つ
い
て

4
月
1
日
（土）
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ

く
被
保
険
者
証
を
3
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、郵
便
局
員
か

ら
の
手
渡
し
と
な
り
ま
す
。不
在
の
場
合

は
不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、

再
配
達
等
に
よ
り
受
け
取
り
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は
、

使
用
で
き
な
い
よ
う
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、保
険
医
療
課
、美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
3
月
28
日
（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
10
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室

予
約
受
付
期
間　
3
月
1
日
（水）
〜
3
月
10

日
（金）（
土・日
曜
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

寄
附
の
お
礼

山
田 

鉱
治
様

七
宝
小
学
校
の
た
め
に

現
金
1
万
円

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先　
総
務
課

☎
4
4
4・1
7
1
1

FAX
4
4
1・8
3
3
0

1
0
0
歳
で
歯
が
20
本
以
上　
1
0
0
2

0
達
成
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

1
月
13
日
（金）
に
下
萱
津
の
石
田 

玉
子

さ
ん
を
、市
長
と
海
部
歯
科
医
師
会
長
が

訪
問
し
、1
0
0
2
0
表
彰
の
受
賞
者
と

し
て
賞
状
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

石
田
さ
ん
は
大
正
11
年
生
ま
れ
の
1
0
0

歳
で
、ご
自
分
の
歯
は
23
本
あ
り
、毎
日
楽

し
く
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
や
か
に
充
実
し
た
毎
日

を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、9
0
2
0
表
彰
は
4
名
、8
0

2
0
表
彰
は
48
名
で
し
た
。お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

問
合
先　
健
康
推
進
課

☎
4
4
3・0
0
0
5

FAX
4
4
3・5
4
6
1

ご
み
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
う
ち
、約
半
分

を
占
め
て
い
る
の
が「
生
ご
み
」で
す
。

家
庭
で
で
き
る
活
動
と
し
て
、使
い
き

り・食
べ
き
り・水
き
り
の
3
き
り
運
動
が

あ
り
ま
す
。

使
い
き
り　
余
分
な
食
材
を
買
わ
な
い
。

買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷
蔵
庫
の
中

な
ど
を
確
認
す
る
。

食
べ
き
り　
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
。

余
っ
た
食
材
や
料
理
は
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

他
の
料
理
に
作
り
変
え
る
な
ど
の
工
夫
を

す
る
。

水
き
り

ネ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
水
分
を
き
る
。

生
ご
み
は
、約
80
％
が
水
分
で
す
。水
き

り
を
す
る
こ
と
で
、ご
み
出
し
が
楽
に
な

り
、ご
み
袋
も
小
さ
い
も
の
で
済
む
た
め

家
計
に
優
し
く
な
り
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ご
み
の
不
法
投
棄
は
N
G
‼

各
種
ご
み
を
所
定
の
廃
棄
方
法
を
守
ら

ず
、い
わ
ゆ
る
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
は
、

『
不
法
投
棄
』と
い
う
法
令
な
ど
に
よ
る
禁

止
の
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
。

ま
ち
の
景
観
を
損
な
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
社
会
の
市
民
の
生
活
環
境
や
健
康
へ

の
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、ま
た

自
然
環
境
へ
の
被
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
、常
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
汚
染
に
つ
い
て

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
か

ら
生
じ
る
微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
直
径
5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
）が
深
刻
な
海
洋
汚
染
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、ポ
イ
捨
て
や
風
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
が
散
乱
し
ま
す
。次
に
、雨
や
風
に

よ
っ
て
水
路
や
川
に
流
さ
れ
て
、や
が
て

海
へ
と
流
出
し
て
い
き
ま
す
。プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
、紫
外
線
や
摩
耗
な
ど
に
よ
っ

て
脆
く
な
り
壊
れ
て
小
さ
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、い
く
ら
小
さ
く
な
っ
て
も
分
解

さ
れ
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
終
的
に
、マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
餌
と
勘
違

い
し
た
魚
や
海
鳥
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
魚
を
私
た
ち
が
食
べ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、ま
ず
で
き
る
こ
と

●
ご
み
は
ポ
イ
捨
て
せ
ず
、持
ち
帰
る
。

●
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
・
空
き
ビ
ン

は
資
源
ご
み
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
。

そ
の
ほ
か
の
ご
み
は
市
の
ル
ー
ル
に
従

い
適
切
に
処
分
す
る
。

●
買
い
物
に
行
く
時
は
、「
マ
イ
バ
ッ
グ
」

を
持
参
し
、レ
ジ
袋
を
も
ら
わ
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
で
微
小
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
の
海
洋
汚
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品（
家
電

4
品
目
）の
廃
棄
方
法

「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
基
づ
き
、次

の
家
電
製
品
は
小
売
業
者
等
に
よ
り
収
集

さ
れ
、製
造
業
者
等
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
収
集

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

対
象
品
目　
エ
ア
コ
ン（
室
外
機
を
含
む
）、

テ
レ
ビ（
ブ
ラ
ウ
ン
管
、液
晶
、プ
ラ
ズ

マ
）、冷
蔵
庫
、冷
凍
庫
、冷
温
庫
、洗
濯

機
、衣
類
乾
燥
機

引
取
窓
口

新
し
い
製
品
に
買
い
替
え
る
場
合

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
販
売
店
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

廃
棄
の
み
の
場
合

過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た
販
売
店

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た

販
売
店
が
不
明
等
）の
場
合

最
寄
り
の
取
り
扱
い
販
売
店
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

費
用　

消
費
者
が
負
担
す
る
費
用
は
、

メ
ー
カ
ー
が
再
商
品
化
す
る
た
め
の

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」と
、回
収
の
た
め

の「
収
集
運
搬
料
金
」で
す
。

注
意
事
項　
業
務
用
専
用
機
器
は
対
象
外

で
す
。家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、家
庭

用
と
し
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。業
務
用

専
用
に
製
造
さ
れ
、一
般
家
庭
で
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
型
式
の
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、店
舗
・
業
務
用
エ

ア
コ
ン
、ビ
ル
空
調
シ
ス
テ
ム
、業
務
用

冷
凍
冷
蔵
庫
、コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
用

洗
濯
機
、ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
機

器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、メ
ー

カ
ー
や
設
置
業
者
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ハ
ン
ド・ア
ッ
プ
運
動

歩
行
者
は
、道
路

を
横
断
す
る
と
き

に
は
手
を
あ
げ
、ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す

る
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。ド
ラ
イ
バ
ー

は
、手
を
あ
げ
て
い
る
歩
行
者
を
見
か
け

た
ら
、思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、横

断
者
の
手
前
で
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、目
と
目
を
合
わ
せ
、

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
5
年
春
の
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」

3
月
1
日
（水）
か
ら
7
日
（火）
ま
で
の
7
日

間
に
春
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
、

市
内
で
も
消
防
団
に
よ
る
火
災
予
防
の
啓

発
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
、ま
さ
か
自
分

の
家
が
火
事
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
方
ば
か
り
で
す
。防
火
の
重
要
性

を
自
覚
し
、火
災
に
よ
る
死
傷
者
や
財
産

の
損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

16令和5年3月号



消
防
・
防
犯

交
通
安
全

令和4年中交通事故死亡者数

令和4年12月末現在
問合先　安全安心課
☎444・0862　FAX441・8330

地　　域

愛知県

津島警察署管内

あま市

死者数

137人

2人

0人

あま市月別窃盗犯発生状況（暫定値）

手　口

計

侵入盗
（空き巣など）

令和4年
12月中
認知件数

前月比

乗物盗
（自動車盗など）

非侵入盗
（車上ねらいなど）

問合先　安全安心課
☎444・0862　FAX441・8330

4件

4件

9件

17件

-1件

-10件

-8件

-19件

市政ニュース

子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地

域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
登

録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。都
合

が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お
電
話
く

だ
さ
い
。

登
録
説
明
会

日
時　
3
月
18
日
（土）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
4
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、大

治
町
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
4
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　

説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※

説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
。（
4
か
月
か

ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員
有

り
）託
児
を
ご
希
望
の
方
は
開
催
日
8

日
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、よ
み
が
な
、生

年
月
日
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館　
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
cloverne

t.ne.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

開
所
日
が
変
更
と
な
り
ま
す

変
更
前
開
所
日　

月
〜
金
曜
日（
土
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

変
更
後
開
所
日　

火
〜
土
曜
日（
月
・
日

曜・祝
日・年
末
年
始
は
閉
所
）

業
務
時
間（
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
）は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

変
更
日　
4
月
1
日
（土）
か
ら

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

放
課
後
子
ど
も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。な
お
、令
和
4
年
度
に
登
録
さ
れ
た

方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

5
月
か
ら
令
和
6
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
13
回（
午

後
3
時
〜
5
時
）

対
象　

市
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

（
令
和
5
年
4
月
以
降
の
小
学
校
1
年

生
か
ら
6
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

得
て
、放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

異
学
年
間
の
交
流
、地
域
の
方
と
の
触

れ
合
い
、体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
50
人

参
加
費　
年
額
3
，0
0
0
円（
傷
害
保
険

料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

る
保
護
者
、ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者（
春
休
み・

夏
休
み
・
冬
休
み
の
み
登
録
の
方
は
除

く
）は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
に
つ
い
て

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
・
美
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
甚
目

寺
庁
舎
）

受
付
期
間　
3
月
2
日
（木）
か
ら
10
日
（金）

ま
で（
土・日
曜
日
を
除
く
）

受
付
時
間
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

5
時
15
分
ま
で

定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、当
選
者
番
号
を
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。当
選
者

に
は
3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時・場
所（
出
席
は
任
意
で
す
）

七
宝
地
区　
3
月
15
日
（水）
午
前
10
時
か
ら
。

七
宝
公
民
館
研
修
室

美
和
地
区　
3
月
17
日
（金）
午
前
10
時
か
ら
。

美
和
公
民
館
実
習
室

甚
目
寺
地
区　
3
月
16
日
（木）
午
前
10
時
か

ら
。甚
目
寺
庁
舎
第
2
会
議
室

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

3
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、4
月
中
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※

登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、申
請
書
送
付

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診

断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
憩
の
家
寮
母・寮
父
）募
集

業
務
内
容　
憩
の
家
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
憩
の
家
3
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
厚
生
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
館
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
児
童
館
6
か
所

勤
務
時
間　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
う
ち
7
時
間
、休
憩
1
時
間
有
）、

週
5
日

応
募
資
格　

児
童
厚
生
員
に
つ
い
て
は
、

保
育
士
、幼
稚
園・小
中
学
校
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
放
課
後
児
童
支
援
員・補
助
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
業
務

勤
務
地　
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
施

施
設
15
か
所

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
頃
か
ら
7
時

ま
で

※

土
曜
日
、学
校
休
業
日
等
は
午
前
7
時

30
分
〜
午
後
7
時（
う
ち
6
時
間
程
度・

交
代
制
）、週
3
〜
5
日

応
募
資
格　
放
課
後
児
童
支
援
員
に
つ
い

て
は
、放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
、

保
育
士
、幼
稚
園
・
小
中
学
校
教
諭
・
社

会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

補
助
員
に
つ
い
て
は
特
に
な
し

憩
の
家
寮
母
・
寮
父
、児
童
厚
生
員
・
補

助
員
、放
課
後
児
童
支
援
員
・
補
助
員
募

集
共
通
事
項

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も

可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
コ
ロ
コ
ロ
）支

援
員
募
集

業
務
内
容　
小
学
生
の
放
課
後
、保
育・生

活
支
援
業
務

賃
金　
七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
規
則
に

基
づ
き
支
給

勤
務
地　
七
宝
児
童
館
内

勤
務
時
間　
下
校
後
か
ら
午
後
7
時
ま
で

※

土
曜
日
も
し
く
は
夏
休
み
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
の
う
ち
交

代
制

応
募
資
格　
週
2
日
か
ら
3
日
働
く
こ
と

が
で
き
、70
歳
未
満
で
、子
ど
も
と
関

わ
っ
て
お
仕
事
が
し
た
い
方
。放
課
後

指
導
支
援
員
認
定
資
格
、保
育
士
、幼
稚

園
教
諭
、教
諭
、社
会
福
祉
士
の
資
格
が

あ
る
と
な
お
可
。

問
合
先　

七
宝
学
童
保
育
ク
ラ
ブ（
午
後

2
時
30
分
〜
6
時
）

☎
0
9
0・8
1
5
9・7
9
5
6

心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
日
の
ご
案
内

3
月
は
、あ
ま
市
心
身
障
害
者
扶
助
料

の
支
給
月
で
す
。

3
月
27
日
（月）
が
振
込
予
定
日
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
入
所
や
介
護
入
院
を
さ
れ
ま
す
と
扶

助
料
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。返
還

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早

め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

自
立
支
援
医
療
制
度
に
つ
い
て

自
立
支
援
医
療
制
度
は
、心
身
の
障
が

い
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
つ

い
て
、医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
公
費
負
担
医
療
制
度
で
す
。

更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等
の
治

療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
る

18
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

※

更
生
医
療
の
対
象
と
な
る
に
は
、お
持

ち
の
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
障
が
い（
部
位
）に
対
す
る
医
療
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

育
成
医
療

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
、ま
た
は

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
疾
患
が
あ
る
児
童
で
、

そ
の
障
が
い
を
除
去
・
軽
減
す
る
手
術
等

の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
18
歳
未
満
の
方
が
対
象
で
す
。

精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患（
て
ん
か
ん
を
含
む
）の
あ
る

方
で
、通
院
に
よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的

に
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方
が
対
象
で

す
。

各
制
度
に
つ
い
て

※

自
立
支
援
医
療
は
、都
道
府
県
知
事
等

の
定
め
る
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療

機
関
で
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※

対
象
と
な
る
治
療
を
受
け
る
前
に
支
給

認
定
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

一
定
所
得
以
上
の
方
は
、対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

令
和
5
年
2
月
6
日
か
ら
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転

出
の
届
出
が
可
能
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
方
は
、転
出
に
あ
た
り
来
庁

で
の
転
出
届
の
提
出
が
原
則
不
要
と
な
り

ま
す
。

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、日
本
国
内
で

の
引
越
し
を
す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、ご

自
身
と
同
一
世
帯
員
、ご
自
身
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、別
途
、転
入
先
市
区

町
村
の
窓
口
で
転
入
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
の
う
え
転
入
届

等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※

転
出
に
伴
う
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
政
策

ペ
ー
ジ
）も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.digital.go.jp/pol

icies/m
oving _onestop_service/

問
合
先　
市
民
課　

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
か

か
る「
本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内
」

市
で
は
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る

個
人
の
権
利
の
侵
害
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、本
人
通
知
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

事
前
登
録
し
た
方
の
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三

者
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
と

き
、事
前
登
録
し
た
方
へ
交
付
し
た
事
実

を
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。（
国
、ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
）な
お
、

証
明
書
を
交
付
し
た
第
三
者
な
ど
の
個
人

に
関
す
る
情
報
は
お
知
ら
せ
、証
明
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

登
録
窓
口　
市
民
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

美
和・七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

登
録
で
き
る
方

・
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
平
成

26
年
6
月
19
日
以
前
に
転
出
さ
れ
た
方

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。）

・
市
に
本
籍
が
あ
る
方
、ま
た
は
、本
籍
が

過
去
に
あ
っ
た
方

※

死
亡
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

登
録
に
必
要
な
も
の

登
録
す
る
本
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

本
人
確
認
書
類（
自
動
車
運
転
免
許
証
、

旅
券
、個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
で

す
。

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

委
任
状
と
代
理
人
本
人
確
認
書
類
、登

録
希
望
者
の
本
人
確
認
書
類（
コ
ピ
ー
可
）

が
必
要
で
す
。

法
定
代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

戸
籍
謄
本
な
ど
関
係
を
証
明
す
る
書
類

と
法
定
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

で
す
。

問
合
先　
市
民
課

☎
4
4
4・3
1
6
7

FAX
4
4
3・3
5
5
5

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
に
つ
い
て

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）申

告
等
の
関
係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変

更
、廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、名
義
変
更
及
び
廃
車
の
届

出
は
3
月
中
旬
頃
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
と
し
て
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
の

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、適
切
な
距
離
を
保
ち

3
密
の
回
避
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

名
義
変
更
、廃
車
等
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

届
出
手
続
き
等
の
お
問

い
合
わ
せ
は
次
の
事
務
所
・

支
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）

愛
知
主
管
事
務
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
0

豊
橋
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
1

三
河
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
2

小
牧
支
所

☎
0
5
0・3
8
1
6・1
7
7
3

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新
に

つ
い
て

4
月
1
日
（土）
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ

く
被
保
険
者
証
を
3
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、郵
便
局
員
か

ら
の
手
渡
し
と
な
り
ま
す
。不
在
の
場
合

は
不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、

再
配
達
等
に
よ
り
受
け
取
り
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は
、

使
用
で
き
な
い
よ
う
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、保
険
医
療
課
、美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
3
月
28
日
（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
10
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室

予
約
受
付
期
間　
3
月
1
日
（水）
〜
3
月
10

日
（金）（
土・日
曜
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

寄
附
の
お
礼

山
田 

鉱
治
様

七
宝
小
学
校
の
た
め
に

現
金
1
万
円

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先　
総
務
課

☎
4
4
4・1
7
1
1

FAX
4
4
1・8
3
3
0

1
0
0
歳
で
歯
が
20
本
以
上　
1
0
0
2

0
達
成
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

1
月
13
日
（金）
に
下
萱
津
の
石
田 

玉
子

さ
ん
を
、市
長
と
海
部
歯
科
医
師
会
長
が

訪
問
し
、1
0
0
2
0
表
彰
の
受
賞
者
と

し
て
賞
状
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

石
田
さ
ん
は
大
正
11
年
生
ま
れ
の
1
0
0

歳
で
、ご
自
分
の
歯
は
23
本
あ
り
、毎
日
楽

し
く
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
や
か
に
充
実
し
た
毎
日

を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い
た

交通事故の起こりやすい場所～守って　　・知って　　～Vol .80交通事故の起こりやすい場所～守って　　・知って　　～Vol .80安全 安心
名
称　
二
ツ
寺
揚
山
の
交
差
点

こ
の
交
差
点
で
、出
合
い
頭
の
衝
突

事
故
が
発
生
し
て
い
る
。東
西
方
向
の

道
路
は
交
通
量
が
多
く
、ス
ピ
ー
ド
を

出
す
自
動
車
が
多
い
。こ
れ
に
交
差
す

る
南
北
方
向
の
道
路
は
、幅
員
は
狭
い

が
稲
沢
市
方
面
へ
抜
け
る
道
で
あ
る
た

め
、こ
ち
ら
も
交
通
量
が
多
い
。北
側
の

道
路
で
は
、接
触
事
故
が
起
き
て
い
る
。

す
れ
違
い
時
に
必
要
以
上
の
ス
ピ
ー
ド

を
出
し
て
い
る
た
め
だ
。交
差
点
で
の

一
旦
停
止
と
、ス
ピ
ー
ド
制
限
の
順
守

が
事
故
の
発
生
を
抑
え
る
。　
（
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
・

あ
！
マ
ッ
プ
か
ら
抜
粋
）

二ツ寺揚山の交差点

（
危
険
と
感
じ
る
場
所
や
体
験
等
の
情

報
を
募
集
し
て
い
ま
す
）

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

し
ま
す
。

ま
た
、9
0
2
0
表
彰
は
4
名
、8
0

2
0
表
彰
は
48
名
で
し
た
。お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

問
合
先　
健
康
推
進
課

☎
4
4
3・0
0
0
5

FAX
4
4
3・5
4
6
1

ご
み
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
う
ち
、約
半
分

を
占
め
て
い
る
の
が「
生
ご
み
」で
す
。

家
庭
で
で
き
る
活
動
と
し
て
、使
い
き

り・食
べ
き
り・水
き
り
の
3
き
り
運
動
が

あ
り
ま
す
。

使
い
き
り　
余
分
な
食
材
を
買
わ
な
い
。

買
い
物
に
出
か
け
る
前
に
冷
蔵
庫
の
中

な
ど
を
確
認
す
る
。

食
べ
き
り　
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
。

余
っ
た
食
材
や
料
理
は
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

他
の
料
理
に
作
り
変
え
る
な
ど
の
工
夫
を

す
る
。

水
き
り

ネ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
水
分
を
き
る
。

生
ご
み
は
、約
80
％
が
水
分
で
す
。水
き

り
を
す
る
こ
と
で
、ご
み
出
し
が
楽
に
な

り
、ご
み
袋
も
小
さ
い
も
の
で
済
む
た
め

家
計
に
優
し
く
な
り
ま
す
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ご
み
の
不
法
投
棄
は
N
G
‼

各
種
ご
み
を
所
定
の
廃
棄
方
法
を
守
ら

ず
、い
わ
ゆ
る
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
は
、

『
不
法
投
棄
』と
い
う
法
令
な
ど
に
よ
る
禁

止
の
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
。

ま
ち
の
景
観
を
損
な
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
社
会
の
市
民
の
生
活
環
境
や
健
康
へ

の
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、ま
た

自
然
環
境
へ
の
被
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
、常
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
汚
染
に
つ
い
て

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
か

ら
生
じ
る
微
小
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
直
径
5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
）が
深
刻
な
海
洋
汚
染
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、ポ
イ
捨
て
や
風
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
が
散
乱
し
ま
す
。次
に
、雨
や
風
に

よ
っ
て
水
路
や
川
に
流
さ
れ
て
、や
が
て

海
へ
と
流
出
し
て
い
き
ま
す
。プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
は
、紫
外
線
や
摩
耗
な
ど
に
よ
っ

て
脆
く
な
り
壊
れ
て
小
さ
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、い
く
ら
小
さ
く
な
っ
て
も
分
解

さ
れ
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
終
的
に
、マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
餌
と
勘
違

い
し
た
魚
や
海
鳥
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
魚
を
私
た
ち
が
食
べ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、ま
ず
で
き
る
こ
と

●
ご
み
は
ポ
イ
捨
て
せ
ず
、持
ち
帰
る
。

●
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
・
空
き
ビ
ン

は
資
源
ご
み
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
。

そ
の
ほ
か
の
ご
み
は
市
の
ル
ー
ル
に
従

い
適
切
に
処
分
す
る
。

●
買
い
物
に
行
く
時
は
、「
マ
イ
バ
ッ
グ
」

を
持
参
し
、レ
ジ
袋
を
も
ら
わ
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
で
微
小
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
の
海
洋
汚
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品（
家
電

4
品
目
）の
廃
棄
方
法

「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」に
基
づ
き
、次

の
家
電
製
品
は
小
売
業
者
等
に
よ
り
収
集

さ
れ
、製
造
業
者
等
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
収
集

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

対
象
品
目　
エ
ア
コ
ン（
室
外
機
を
含
む
）、

テ
レ
ビ（
ブ
ラ
ウ
ン
管
、液
晶
、プ
ラ
ズ

マ
）、冷
蔵
庫
、冷
凍
庫
、冷
温
庫
、洗
濯

機
、衣
類
乾
燥
機

引
取
窓
口

新
し
い
製
品
に
買
い
替
え
る
場
合

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
販
売
店
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

廃
棄
の
み
の
場
合

過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た
販
売
店

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
過
去
に
そ
の
製
品
を
購
入
し
た

販
売
店
が
不
明
等
）の
場
合

最
寄
り
の
取
り
扱
い
販
売
店
で
も
引
き

取
っ
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

費
用　

消
費
者
が
負
担
す
る
費
用
は
、

メ
ー
カ
ー
が
再
商
品
化
す
る
た
め
の

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」と
、回
収
の
た
め

の「
収
集
運
搬
料
金
」で
す
。

注
意
事
項　
業
務
用
専
用
機
器
は
対
象
外

で
す
。家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
、家
庭

用
と
し
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。業
務
用

専
用
に
製
造
さ
れ
、一
般
家
庭
で
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
型
式
の
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、店
舗
・
業
務
用
エ

ア
コ
ン
、ビ
ル
空
調
シ
ス
テ
ム
、業
務
用

冷
凍
冷
蔵
庫
、コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
用

洗
濯
機
、ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
機

器
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、メ
ー

カ
ー
や
設
置
業
者
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

ハ
ン
ド・ア
ッ
プ
運
動

歩
行
者
は
、道
路

を
横
断
す
る
と
き

に
は
手
を
あ
げ
、ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す

る
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。ド
ラ
イ
バ
ー

は
、手
を
あ
げ
て
い
る
歩
行
者
を
見
か
け

た
ら
、思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、横

断
者
の
手
前
で
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、目
と
目
を
合
わ
せ
、

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
5
年
春
の
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」

3
月
1
日
（水）
か
ら
7
日
（火）
ま
で
の
7
日

間
に
春
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
、

市
内
で
も
消
防
団
に
よ
る
火
災
予
防
の
啓

発
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
、ま
さ
か
自
分

の
家
が
火
事
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
方
ば
か
り
で
す
。防
火
の
重
要
性

を
自
覚
し
、火
災
に
よ
る
死
傷
者
や
財
産

の
損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0
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